（法第28条第１項関係）
　　　令和7年度の事業報告書

　令和7年　4月　1日から　令和8年　3月　31日まで


特定非営利活動法人くうかい
１　事業の成果
法人設立および事業開始から16年が経過し、地域における障害者の働く場としての理解と認知が深まりました。地域の多くの関係機関との連携や、民間企業からのご協力をいただくことで、事業運営も安定しています。さらに、支援学校や関係機関との緊密なやり取りを通じて利用希望者や実習生の受け入れを積極的に進め、一般就労を希望する方々への情報提供や就職支援にも力を入れています。
事業も順調に展開し、障害者の新たな働く場の提供にも貢献していると実感しています。作業受注量も安定しており、利用者の給与増加につながっています。
一般企業就職先やステップアップ先で定着し、働き続けられる人材を育てる事を目標に取り組んでいます。

(1)　特定非営利活動に係る事業

	事 業 名

(定款に記載した事業)
	具体的な事業内容
	(A)当該事業の

実施日時
(B)当該事業の

実施場所

(C)従事者の人数
	(D)受益対象

者の範囲

(E)人数
	事業費の金額
（概算）
（単位：千円）

	障害者総合

支援法に基

づく就労

支援事業
	≪就労継続支援Ａ型≫
・雇用契約に基づく就労支援を行い、就労の場を提供するとともに、継続的な支援を行った。
・企業との連携を通じて、安定した雇用の維持と、就労の機会拡大に努めた。

・関係機関との連携を図り、安心して通所・生活ができる体制づくりに努めた。
・地域イベントや施設外活動などを取り入れ、地域社会とのつながりが持てるように支援を行った。
・一般就労へのステップアップを目指し、地域企業への移行支援を積極的に行った。

≪就労継続支援Ｂ型≫
・利用者一人ひとりの特性や体調に配慮した形で就労機会を提供した。

・ 生産活動を通じて、作業スキルの習得や社会参加の意欲を育む支援に取り組んだ。

・ 日々の活動を通じて、生活リズムの安定や自己管理能力の向上を促すよう支援した。

・関係機関との連携を図り、安心して通所・生活ができる体制づくりに努めた。

・地域イベントや施設外活動などを取り入れ、地域社会とのつながりが持てるように支援を行った。

・将来的なA型や一般就労への移行を視野に入れ、段階的な訓練やステップアップに向けた支援を行いました。

	（Ａ）毎日

（Ｂ）事業所内
施設外就労先

（Ｃ）職員：11名
	（Ｄ）
身体障害者
知的障害者
精神障害者
難病

（Ｅ）
Ａ型　20名
Ｂ型　10名
	115，638

	
	
	
	
	


